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1.  はじめ
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図-7 上下流
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今

見直

果量

ると

(1)効

流

整備

や住

ージ

水容量

水容量

一部

水容量

所)

所)

見直しに向けた

上記の方針に従

進めていく。

 現状の計画へ

作成したデータ

用状況や流域対

の基本条件とす

 ワーキンググ

行政界を超えた

町村が浸水地域

し、その対策に

しかし、大和川

村が集まるよう

水地域に関する

そのため、一次

ンググループ

浸水地域に対す

っていくことと

 流域対策の方

個々の地域の実

活用し集めた情

状も考慮し、今

握する必要があ

々の流域対策で

の総和で考えて

また、水田貯留

も挙がってきて

入れた計画を作

 十分かつ公平

目標対策量の設

型流出解析モデ

上十分であり、

認を行うものと

効果量算定およ

での効果量に加

なるよう支川流

量についても検

今後の展開に

今後、大和川総

直し協議を進め

量をもとに、下

と考える。 
効果の見える化

流域整備計画見

備の促進のため

住民に示してい

た当面の進め

従い、今後、見

への反映 

タベース等の最

対策、洪水調節

する。 

グループ等に

た流域対策を実

域の情報や浸水

に向けた意見交

川流域総合治水

うな枠組みしか

る議論を行うこ

次支川の流域毎

（以下、ＷＧ）

する議論・流域

とした。 

方策を幅広く

実情を計画に反

情報をもとに、

今後の流域対策

ある。例えば、

で目標設定する

ていく。 

留といった新た

ていることから

作成していく必

平な対策量の

設定については

デルを用いて、

かつ各市町村

とする。 

よび確認の際に

加え、局所的な

流域や市町村境

検討を行ってい

に向けた展望

総合治水協議会

めるためには、

下記のような点

化の継続 

見直し協議の円

めには、その必

いく必要がある

め方 

見直しに向け

最新のデータ

節施設等の情報

による意見交換

実施していく

水の原因とい

交換が不可欠

水対策協議会

か存在せず、

ことは困難で

毎などを単位

）等を設置し

域整備計画の

把握 

反映させるた

、各市町村に

策の方策を幅広

、地域の実情

るのではなく

たな流域対策

ら、流域対策

必要がある。 

の設定 

は、流域対策

、きめ細やか

村において公

には、大和川本

な集中豪雨へ

境など、各市

いく（図-9）。

望 

会やWG等にお

、きめ細やか

点に留意して

円滑な推進や流

必要性（効果）

る。 

、以下のよう

を基に、土地

報を、計画立

換・情報共有

ためには、各

った情報を共

である。 

では、流域市

きめ細やかに

ある。 

として、ワー

、きめ細やか

目標設定等を

めに、ＷＧ等

おける地域の

広く検討し、

に合わせて、

、流域対策全

についての要

の追加も視野

の効果量を分

に算定し、治

平な対策量か

本川の藤井地

の対応も明確

町村内での効

。 

おいて円滑に

に算出した効

いく必要があ

流域対策施設

）を関係機関

地

立

各

共

市

に

ー

か

を

等

の

全

要

野

分

治

か

地

確

効

に

効

あ

設

関
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(2)地域ニー

治水上必要

ニーズに合致

が必要であり

なると考えて

 

 

6.  おわり

 
 近年、総合

に総合治水の

くクローズア

そうした中

る大和川流域

本となるべき

しかし、現

これらを解決

げにつながる

大和川流域

では途中段階

画策定や目標

考え方は、総

えている。 

図-9 分布

効果

ズに合致した

要となる対策量

致し、十分かつ

り、それが流域

ている。 

に 

合治水対策は

の推進に関する

アップされてい

中で、約30年に

域は総合治水対

き事業である

現状では進捗が

決していくこ

るのではないか

域整備計画の見

階ではあるもの

標対策量にと

総合治水対策の

布型流出解析モ

果量算定地点の

た十分かつ公平

量を確保しつ

つ公平な対策

域市町村の進

は、兵庫県にお

る条例が制定

いる。 

にわたり流域

対策の先進的

と考えられる

が滞るなどと

とで、総合治

かと考えてい

見直しにおけ

のの、分布型

らわれない対

の発展に向け

モデルを用い

のイメージ 

平な対策量の設

つ、地域の実

量を設定する

捗に資するこ

おいて平成24年

定されるなど、

対策を実施し

な事例であり

。 
いった課題が

水対策全体の

る。 
る検討は、現

流出解析によ

対策の推進とい

た一助となる

たきめ細やか

設定 

実情や

ること

ことに

年1月

大き

してい

、見

があり、

の底上

現時点

よる計

いった

ると考

 

かな
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